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会
議
室
等
の
使
用
を
ご
希
望
の
場
合

は
、
事
前
に�
登
録�
が
必
要
で
す
。

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
に
来
館
の
上
、
登
録

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

登
録
済
み
の
か
た
に
は
、
利
用
者
番

号
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。

　

施
設
の
使
用
予
約
に
あ
た
っ
て
は
、

利
用
者
番
号
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
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午
前
九
時
〜
午
後
五
時
三
十
分 
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午
前
九
時
〜
午
後
五
時
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毎
月
第
三
日
曜
日
・
年
末

　

年
始（
十
二
月
二
十
八
日
〜
一
月
四
日
）
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先
行
申
請
は
、
福
祉
団
体
の
み
に
限

り
ま
す
。
申
請
が
重
複
し
た
と
き
は
、

抽
選
に
よ
り
申
請
者
を
決
定
し
ま
す
。

＊
決
定
者
に
は
通
知
を
し
ま
す
の
で
、

　

翌
月
の
十
日
ま
で（
十
日
を
含
む
）に
、

　

申
し
込
み
の
確
定
を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
確
定
を
さ
れ
な
い
と
き
は
、
自
動
的

　

に
辞
退
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
に
来
館
の
上
、「
決
定

通
知
書
」を
提
出
し
、
使
用
料
を
お
支

払
い
く
だ
さ
い
。「
使
用
許
可
書（
兼
領

収
書
）」
を
交
付
し
ま
す
。
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す
で
に
納
入
し
た
施
設
使
用
料
や
付

属
設
備
等
使
用
料
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
以
下
の
場
合
、
全
部
ま
た

は
一
部
を
返
還
し
ま
す
の
で
、「
使
用
料

還
付
申
請
書
」に「
使
用
許
可
書（
兼
領

収
書
）」を
添
え
て
、受
付
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
使
用
者
の
責
任
で
な
い
事
由
に
よ
り

　

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

　

使
用
料
の
全
額
を
還
付

■
使
用
の
取
り
消
し
を
申
し
出
て
認
め

　

ら
れ
た
と
き
は
、
使
用
日
の
十
四
日

　

前
ま
で
は
、
使
用
料
の
全
額
を
還
付

■
使
用
日
の
十
三
日
前
か
ら
前
日
ま
で

　

は
、
使
用
料
の
半
額
を
還
付
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以
下
の
場
合
に
は
、
使
用
を
許
可
し

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
使
用
許
可
書

の
交
付
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
許
可
を

取
り
消
し
、
ま
た
は
使
用
停
止
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

■
ご
み
は
、
各
自
で
お
持
ち
帰
り
く
だ

　

さ
い
。

■
定
員
以
上
の
人
員
を
入
室
さ
せ
な
い

　

で
く
だ
さ
い
。

■
備
品
や
施
設
を
破
損
し
た
場
合
は
、

　

必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他
利
用
に
関
し
て
不
明
な
点
は
、

　

受
付
ま
た
は
管
理
事
務
室
へ
お
尋
ね

　

く
だ
さ
い
。
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■
管
理
上
、
支
障
が
あ
る
と
き 

■
災
害
に
よ
る
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
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と
き 

■
申
請
内
容
と
異
な
る
使
用
を
し
て
い

　

る
、
ま
た
は
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

　

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

■
そ
の
他
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
不
適
当

と
判
断
し
た
と
き

�
��
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��

■
使
用
後
は
、
机
や
い
す
を
元
の
状
態

　

に
、
必
ず
戻
し
て
く
だ
さ
い
。
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―1,000円１式�����������

マイク・デッキ等含む2,000円１式�������	
�

���� マイクを含む1,500円１式�������	�

マイクを含む1,000円１式��������
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3,900円4,400円3,300円36（72）  83����

2,600円3,000円2,300円24  57����

8,200円9,400円7,000円156（300） 224������

10,100円11,600円8,700円調理室31
食事室32154������

5,300円6,100円4,600円―296���
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�
　①市外の居住者および市外の団体が利用するとき
　②運動室を、運動目的以外に使用するとき
　③営利を目的に使用するとき
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使用日の２カ月前の日
の属する月の１日から
使用日まで

使用日の４カ月前の日
の属する月の15日から
25日まで

使用日の３カ月前の日
の属する月の１日から
使用日まで
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使用日の４カ月前の日
の属する月の１日から
使用日まで

使用日の７カ月前の日
の属する月の15日から
25日まで

使用日の６カ月前の日
の属する月の１日から
使用日まで
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■
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
来

　

館
の
際
は
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関

　

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
駐
車
場
は
無
料
で
す
が
、
駐
車
券
の

　

認
証
処
理
が
必
要
で
す
。

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
木
口
記

　

念
会
館
を
利
用
さ
れ
る
際
に
は
、
そ

　

れ
ぞ
れ
の
受
付
窓
口
で
行
き
先
を
記

　

入
の
上
、
認
証
処
理
を
受
け
て
か
ら

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
認
証
が
な
い
場
合
は
、
出
口
ゲ
ー
ト

　

を
通
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

■
あ
し
や
温
泉
を
利
用
の
か
た
は
、
当

　

駐
車
場
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
自
転
車
・
バ
イ
ク
で
来
館
さ
れ
る
場

　

合
は
、
駐
車
場
の
東
側
の
駐
輪
場
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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次
の
注
意
事
項
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
施
設
内
・
敷
地
内
で
、
許
可
な
く
物

　

品
販
売
・
チ
ラ
シ
等
の
配
布
・
宣
伝

　

等
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
施
設
周
辺
道
路
は
駐
車
禁
止
と
な
っ

　

て
い
ま
す
。
路
上
駐
車
は
、
絶
対
に

　

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

■
施
設
を
利
用
さ
れ
る
際
に
は
、
万
一

　

の
場
合
に
備
え
て
、
非
常
出
口
等
を

　

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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